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○つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金交付規則

平成25年３月21日規則第３号

改正

平成27年３月31日規則第22号

平成28年３月31日規則第23号

平成29年３月17日規則第７号

令和２年３月18日規則第21号

令和３年２月１日規則第１号

令和５年２月24日規則第６号

令和６年２月28日規則第３号

令和６年６月28日規則第21号

令和７年３月19日規則第９号

つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金交付規則

（目的）

第１条 この規則は、つがる市の中小企業者に対する資金の融資を円滑にするため、青森県が

制定する青森県特別保証融資制度要綱等（以下「県要綱」という。）の定めるところによる

青森県特別保証融資を受けた中小企業者（以下「中小企業者」という。）が支払う信用保証

料について、当該中小企業借入資金信用保証料補給金（以下「補給金」という。）を交付す

ることにより、中小企業者の育成強化と商工振興に寄与することを目的とする。

（補給金の対象及び額）

第２条 補給金の交付の対象となる融資は、次の各号のいずれにも該当する者が受けた融資と

する。

(１) 市内に住所又は事業所を有する中小企業者

(２) 青森県信用保証協会（以下「保証協会」という。）の保証する別表に掲げるいずれか

の資金の融資を受けた者

(３) つがる市に納付すべき市税（納期限が未到来のものを除く。以下「市税」という。）

に滞納がない者

２ 保証料補給の対象となる資金の種類は、別表のとおりとする。

３ 補給金の額は、県要綱に定める保証料率によって算出された額から県から交付された保証

料補給額を控除した額とする。ただし、県要綱に定めるスタートアップ創出促進保証及び事

業者選択型経営者保証非提供制度による経営者保証の機能を代替する保証料の上乗せ分に相

当する額は対象外とする。

（補給金の交付申請及び決定）

第３条 保証協会が補給金の交付を受けようとするときは、中小企業借入資金信用保証料補給

金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて市

長に提出するものとする。

(１) 保証協会が発行する保証料受取書又は保証料決定通知の写し

(２) 市税の滞納がないことを証明する書類又は納税状況確認同意書（様式第２号）

(３) 情報提供書

(４) その他市長が必要と認めた書類

２ 市長は、交付申請書を受理し、書類の審査等により補給金を交付すべきものと認めたとき

は、中小企業借入資金信用保証料補給金交付決定通知書（様式第３号）により、その旨を通
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知するものとする。

（補給金の交付）

第４条 市長は、保証協会との間に信用保証料補給事務委託契約を締結し、当該契約に基づき

交付すべき補給金を保証協会に納付するものとする。

（補給金の請求）

第５条 保証協会は、補給金の交付を受けようとするときは、四半期ごとに最終月の翌月末日

までに中小企業借入資金信用保証料補給金請求書（様式第４号）を市長に提出するものとす

る。

（交付決定の取消及び返還）

第６条 市長は、保証協会の申請により、交付決定となった融資を受けた者（以下「受給者」

という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、中小企業借入資金信用保証料

補給金交付決定取消通知書（様式第５号）により、補給金の交付決定を取消し、既に支払っ

た補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(１) この規則の規定に違反したとき。

(２) 虚偽の申請又は不正な手段により補給金の交付を受けたとき。

２ 前項の規定により、交付決定を取り消した場合、保証協会は、市に対して補給金を返還す

るものとする。

（返戻保証料）

第７条 受給者は、保証期限前に融資額の残額を全額償還した場合は、返戻保証料の全部又は

一部を市へ返還しなければならない。この場合において、保証協会は、市の補給割合に応じ

て返戻保証料の額を計算し、これを市に返還するものとする。

２ 中小企業者（受給者を除く。）の返還すべき額については、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額とする。この場合、市長は、受給者に対し返戻保証料返還通知書（様式

第６号）により、その旨を通知するものとする。

(１) 保証料の一部を自己負担する者 当初補給金から確定補給金（申請時における信用保

証料から返戻保証料を減じて得た額に２分の１を乗じた額。ただし、100円未満を切り捨

て、20万円を上限とする。）を減じて得た額

(２) 上記以外の者 返戻保証料の額

（補則）

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成27年３月31日規則第22号）

この規則は、平成27年４月１日から施行する。

附 則（平成28年３月31日規則第23号）

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

附 則（平成29年３月17日規則第７号）

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

附 則（令和２年３月18日規則第21号）

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和３年２月１日規則第１号）

この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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附 則（令和５年２月24日規則第６号）

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和６年２月28日規則第３号）

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

附 則（令和６年６月28日規則第21号）

この規則は、令和６年７月１日から施行する。

附 則（令和７年３月19日規則第９号）

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

別表（第２条関係）

資金名 対象融資 対象融資額 対象融資期間

青森県「青森新時代」

への架け橋資金

金融機関提案枠 2,000万円以内 県要綱に定める期

間

上記以外 1,000万円以内 10年以内

青森県経営安定化サポ

ート資金

災害枠 3,000万円以内 10年以内

上記以外 1,000万円以内 10年以内

青森県事業活動応援資

金

青森県経営力強化借換

資金

全て 1,000万円以内 10年以内
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様式第１号（第３条関係）
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様式第２号（第３条関係）
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様式第３号（第３条関係）
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様式第４号（第５条関係）
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様式第５号（第６条関係）
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様式第６号（第７条関係）


